
平成１９年１０月１９日 

内閣府（防災担当） 

 

「平成十九年能登半島地震による石川県鳳
ほう

珠
す

郡
ぐん

能登
の と

町
ちょう

等の区域に係る災害につい

ての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正す

る政令」について 
 

Ⅰ 政令の概要 

平成１９年３月２５日の能登半島地震による災害で、特に中小企業者に甚大な被害が生じた石川

県の七尾市
なな お し

、輪島市
わじ ま し

、志賀町
しか ま ち

、穴水町
あなみずまち

の区域について、激甚災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律（以下「法」という。）に基づく激甚災害として指定し、平成１９年１０月２４日

を期限として中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講じてきたところであるが、石

川県が９月に当該地域の復旧に係る資金需要調査を行ったところ、平成２０年４月２４日までの間

は、引き続き、全ての市町で資金需要があるとの結果であったことなどを踏まえ、その期限を平成

２０年４月２４日まで延長する。 

Ⅱ 延長する措置の概要 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

被災中小企業者が、通常の枠（普通保証２億円、無担保保証８千万円等）に加えて、さらに別

枠で、普通保証２億円、無担保保証８千万円等の保証の利用が可能となるようにするなど、保証

制度を拡充する。 

 

１０月１９日（金） 公 布 
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